
 

○大東市グループホーム等開設等補助金交付要綱 

平成２５年９月３０日 

要綱第８２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例（平成３１年条例第３号）及

び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則（平成３１年規則第６号）に定めるも

ののほか、障害者の住み慣れた地域での生活の継続及び地域生活への円滑な移行を推進

するため、グループホーム等（グループホーム又は短期入所施設をいう。以下同じ。）

の開設等の工事に対し、大東市グループホーム等開設等補助金（第５条第１号を除き、

以下「補助金」という。）を交付することについて、必要な事項を定めることを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第１８項に規定する共同

生活援助を行う共同住居施設をいう。 

(2) 短期入所施設 法第５条第８項に規定する短期入所を行う施設をいう。 

(3) 重度障害者 次のア又はイのいずれかに該当する者をいう。 

ア 法第２１条第１項の規定により認定を受けた障害支援区分（以下「障害支援区分」

という。）が障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関す

る命令（平成２６年厚生労働省令第５号）第１条第５号に規定する区分４（以下「区

分４」という。）以上に該当する者のうち、当該認定に当たり行われた同令別表第

１に掲げる認定調査項目（イにおいて「認定調査項目」という。）のうちこども家

庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準（平成１

８年厚生労働省告示第５４３号）別表第２に掲げる行動関連項目についての調査の

結果を同表に当てはめて算出した点数の合計が１０点以上であるものであって、法

第５条第７項に規定する生活介護及び同条第１０項に規定する施設入所支援の支給

決定を受けているもの 

イ 障害支援区分が区分４以上に該当する者のうち、二肢以上に麻痺等があるもので



 

あって、認定調査項目の歩行、排尿、排便及び移乗の項目において、支援が必要と

認定されたもの 

（対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、共同生活援助又は短期入所に係る法第３６条の

規定による障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者又は受けている者のうち、

法第５条第１項に規定する障害福祉サービスの提供に１年以上の実績を有する法人とす

る。 

（対象工事） 

第４条 補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、次の各号

のいずれかの工事とする。 

(1) 本市内におけるグループホーム等の開設（グループホームにあっては、既存の建物

を改修することにより開設する場合を含む。以下同じ。）又は増設（定員を増加する

目的のものに限る。以下同じ。）の工事（第３号に掲げる工事を除く。） 

(2) 法第５条第１１項に規定する障害者支援施設を退所する重度障害者（本市が援護の

実施者である者に限る。）を入居させるに当たり必要となる本市内に存するグループ

ホームの改修の工事（次号に掲げる工事を除く。） 

(3) 本市内におけるグループホームの開設又は増設の工事に際して行うスプリンクラ

ーの設置の工事及び重度障害者の受入れを行うためのスプリンクラーの設置の工事

（以下「スプリンクラー設置工事」という。） 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事は、補助金の交付の対象としない。 

(1) 増設する前の定員が８人以上であるグループホームの増設の工事 

(2) 空床利用型の短期入所施設の開設又は増設の工事 

(3) 既存のグループホーム等の移転又は建替えに伴うグループホーム等の開設の工事

（移転又は建替えの前後で定員が増加しないものに限る。） 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める額とし、

予算の範囲内で交付する。 

(1) 前条第１項第１号及び第３号に掲げる工事 別表の左欄に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ右欄に掲げる補助基本額とグループホーム等の開設又は増設に要する建築費用の

額から次に掲げる額を減じて得た額のいずれか少ない額に４分の３（この要綱に規定



 

する補助金と同趣旨の国又は大阪府から交付を受け、又は受ける見込みの補助金等が

ある場合にあっては、８分の３）を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てた額）（グループホームにあっては、その額に本市

が援護の実施者である入居者の数を乗じて得た額を定員の数で除して得た額（その額

に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）） 

ア この要綱に規定する補助金と同趣旨の国又は大阪府から交付を受け、又は受ける

見込みの補助金等の額 

イ 入居者の特性上必要のない既存の建物の改修に要する費用の額（グループホーム

を既存の建物を改修することにより開設する場合に限る。） 

(2) 前条第１項第２号に掲げる工事 ９００，０００円と当該工事に要する費用の額の

いずれか少ない額 

（申込み） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象工事に着手する前に、交付申込書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

(1) 建築確認通知書の写し 

(2) 設計書（見積書）及び設計図の写し 

(3) 土地使用承諾書（様式第２号）及びグループホーム等の開設又は増設に係る土地の

登記事項証明書の写し又はこれに準ずる書類（借地の場合に限る。） 

(4) 改修に係る承諾書等（既存の建物で賃貸のものの改修の場合に限る。） 

(5) 賃貸借契約書の写し（賃貸の場合に限る。） 

(6) 入居予定者名簿（様式第３号）（短期入所施設の開設又は増設の場合を除く。） 

(7) 第８条第１号ウ（ア）に掲げる条件を満たす旨の誓約書（スプリンクラー設置工事

の場合に限り、交付申込書を提出する時点で当該条件を満たしている場合を除く。） 

(8) 直近３か年の収支決算書及び最新の収支予算書の写し 

(9) 最新の指定居宅事業者等の指定について（通知）の写し 

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、現地調査

を行った上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書（様式第４号）

により当該申込みをした者に通知するものとする。 



 

（交付条件） 

第８条 市長は、補助金の交付を決定するに当たっては、次に掲げる条件を付するものと

する。 

(1) 次に掲げる補助対象工事の区分に応じ、次に定める条件 

ア グループホームの開設又は増設の工事 次に掲げる条件 

(ア) 入居者の総数の２分の１以上を本市が援護の実施者である者で占めているこ

と。 

(イ) 補助対象工事が竣工した日から１月以内に大東市障害者緊急時居室確保事業

実施要綱（令和元年要綱第１１号）に規定する大東市障害者緊急時居室確保事業

（第１３条第１項及び第３項において「居室確保事業」という。）の実施の受託

者となり、当該開設又は増設するグループホーム等を緊急時における障害者の一

時的な居室として継続的に機能させること。 

イ 短期入所施設の開設又は増設の工事 ア（イ）に掲げる条件 

ウ スプリンクラー設置工事 次に掲げる条件 

(ア) 補助対象工事が竣工した日から１年以内において、グループホームの入居者

の５分の４以上を障害支援区分が区分４以上に該当する者で占めていること。 

(イ) アに定める条件 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件 

（着工届） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助対象工

事に着手したときは、着手後５日以内に、着工届（様式第５号）に請負契約書の写しを

添付し、市長に届け出なければならない。 

（申込事項の変更等） 

第１０条 交付決定者は、交付申込書に記載された事項又は当該交付申込書に添付した書

類の内容に変更が生じたときは、原則竣工までに変更交付申込書（様式第６号）に変更

した内容を確認することができる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更交付申込書の提出があったときは、その内容を確認の

上、変更の可否を決定し、その旨を変更交付決定通知書（様式第７号）により当該交付

決定者に通知しなければならない。 

３ 交付決定者は、補助対象工事を中止しようとするときは、直ちに工事中止届（様式第



 

８号）を市長に提出しなければならない。 

（竣工） 

第１１条 交付決定者は、補助対象工事が竣工したときは、直ちに竣工届（様式第９号）

に工事費精算書を添付し、市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の竣工届の提出があったときは、直ちに竣工検査を行わなければならな

い。 

（命令） 

第１２条 市長は、補助対象工事の結果が設計書（見積書）及び設計図と適合しない、又

は不完全であると認めるときは、その全部又は一部の改造又は補修を命じるものとする。

この場合において、改造又は補修に係る費用は、補助金交付の対象としない。 

（実績報告） 

第１３条 交付決定者は、第１１条第２項の竣工検査が終了したときは、速やかに実績報

告書（様式第１０号）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

(1) 当該補助対象工事に係る工事内容、費用の内訳、施工業者名等が記載された領収書

の写し 

(2) 当該補助対象工事に係る決算書 

(3) 当該補助対象工事に係る検査済証の写し 

(4) 入居者名簿（様式第１１号）（短期入所施設の開設又は増設の場合を除く。） 

(5) 補助金の交付に係る施設が共同生活援助事業者等の指定を受けたこと（指定の申請

をしたが、まだ指定を受けていない場合にあっては、指定の申請をしたこと）を証す

る書類の写し 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（確定） 

第１４条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容及び竣

工検査に係る書類その他の書類を審査し、補助対象工事の成果が補助金の交付決定の内

容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、確定通知書

（様式第１２号）により、当該補助金の交付を受けた者に通知するものとする。 

（請求） 

第１５条 交付決定者は、前条の規定による確定通知書の通知を受けたときは、速やかに

交付請求書（様式第１３号）を市長に提出するものとする。ただし、補助対象工事が第



 

４条第１項第１号に掲げる工事である場合における補助金の交付請求にあっては、居室

確保事業の実施の委託契約を締結した後でなければならない。 

２ 市長は、前項の交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものと

する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、補助対象工事の遂行上特に必要があると認める

ときは、前条の規定による確定通知書の通知を受ける前又は居室確保事業の実施の委託

契約を締結する前に交付請求書を提出させた上で、補助金の交付決定額の１０分の８以

内の額を概算払することができる。ただし、補助対象工事が、第４条第１項各号に掲げ

る工事のうち、開設（既存の建物の改修によるものを除く。）に係る工事である場合に

あっては上棟以後に、その他の工事である場合にあっては着工以後に概算払の請求を行

うものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又

は一部を取り消すものとする。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めるとき。 

（補助金の返還） 

第１７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、補助金の返還

を命じなければならない。 

(1) 第１５条第３項の概算払をし、第１４条の規定による補助金の額の確定をした場合

において、当該額が概算払をした額よりも少額であるとき。 

(2) 前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が

交付されているとき。 

(3) 第８条第１号ウ（ア）に掲げる条件を満たせないとき。 

（財産処分の制限等） 

第１８条 交付決定者は、補助金の交付に係るグループホーム等に関し、市長の承諾を得

ないで、交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反して使用し、

譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付決定を受けた年度の翌

年度から起算して５年を経過したときは、この限りでない。 



 

２ 交付決定者は、補助金の交付に係るグループホーム等に関し、善良な管理者の注意を

もって管理を行うとともに、効率的な運用を図らなければならない。 

（書類の保存） 

第１９条 交付決定者は、補助対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付の決定を受け

た年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

（報告） 

第２０条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金の交付に係る

グループホーム等の利用状況等について報告を求めることができる。 

（補則） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年要綱第２９号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市グループホーム等開設等補助金交付要綱の規定は、平成２６年度以後

の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成２９年要綱第６号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市グループホーム等開設等補助金交付要綱の規定は、平成２９年度以後

の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成３１年要綱第２３号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 



 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日

以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助

金等の交付等については、なお従前の例による。 

３ 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、

改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみ

なし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和元年要綱第３６号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市グループホーム等開設等補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の

日以後に申込みのあった補助金の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助

金の交付等については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年要綱第２２号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市グループホーム等開設等補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の

日以後に申込みのあった補助金の交付について適用し、同日前に申込みのあった補助金

の交付については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年要綱第１０４号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみ

なす。 

３ この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 



 

附 則（令和５年要綱第３４号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年要綱第６９号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和８年要綱第３７号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条第１号の改正規定は、

公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市グループホーム等開設等補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の

日以後に申込みのあった補助金の交付について適用し、同日前に申込みのあった補助金

の交付については、なお従前の例による。 

別表（第５条関係） 

区分 補助基本額 

グループホームを開設する場合（既

存の建物の改修による場合を除

く。） 

３名定員 ８，２００，０００円

４名定員 ９，４３０，０００円

５名定員 １０，６６０，０００円

６名定員 １１，８９０，０００円

７名定員 １３，１２０，０００円

８名定員以上 １３，３３０，０００円

既存の建物を改修することにより

グループホームを開設する場合 

１，３３０，０００円

グループホームを増設する場合及

び既存のグループホームの移転又

は建替えに伴うグループホームの

開設の工事のうち、移転又は建替え

の前後で定員が増加する場合 

１人増加 １，２２０，０００円

２人増加 ２，４６０，０００円

３人増加 ３，６３０，０００円

４人増加 ４，９２０，０００円

５人増加 ６，１５０，０００円

６人増加 ６，６６０，０００円

短期入所施設を開設又は増設する１室 １，２２０，０００円



 

場合 ２室 ２，４６０，０００円

３室 ３，６８０，０００円

４室 ４，９２０，０００円

５室 ６，１５０，０００円

６室以上 ６，６６０，０００円

グループホームにスプリンクラー

設置工事を実施する場合 

４，０００，０００円

備考 

１ グループホームを増設する場合及び既存のグループホームの移転又は建替えに伴

うグループホームの開設の工事のうち、移転又は建替えの前後で定員が増加する場

合における増加人数については、増設又は開設後の定員数（８人を限度とする。）

から増設又は開設前の定員数を減じることにより算出した人数とする。 

２ 既存の短期入所施設の移転又は建替えに伴い短期入所施設を開設する場合におけ

る居室数については、開設後の居室数から開設前の居室数を減じることにより算出

した数とする。 



 

様式第１号(第 6条関係) 

交付申込書 
 

年  月  日   
  

(宛先)大東市長 
 

(申込者)所 在 地               

名  称               

代表者名               
 

大東市グループホーム等開設等補助金の交付について、大東市補助金等の交付等に関す

る条例及び大東市グループホーム等開設等補助金交付要綱第 6 条の規定により、下記のと

おり申し込みます。 
 

記 
 

施設 の
種類 

グループホーム 
開設等の種別 

開設(既存の建物の改修 有・無) 

増設 

改修(重度障害者の受入れを目的とするもの) 

スプリンクラー設置工事(開設、増設、改修) 

短期入所施設 開設等の種別 
開設 

増設 

定員又は居室数(増設の場

合にあっては増加する定員

又は居室数) 

 

土地又は建物の所有者 
氏名 

住所 

交付申込額                    円 

 

添付書類 

(1) 建築確認通知書の写し 

(2) 設計書(見積書)及び設計図の写し 

(3) 土地使用承諾書(様式第２号)及びグループホーム等の開設又は増設に係る土地の登

記事項証明書の写し又はこれに準ずる書類(借地の場合に限る。) 

(4) 改修にかかる承諾書等(既存の建物で賃貸のものの改修の場合に限る。) 

(5) 賃貸借契約書の写し(賃貸の場合に限る。) 

(6) 入居予定者名簿(様式第 3 号)(短期入所施設の開設又は増設の場合を除く。) 

(7) 第 8 条第 1号ウ(ア)に掲げる条件を満たす旨の誓約書（スプリンクラー設置工事の

場合に限り、交付申込書を提出する時点で当該条件を満たしている場合を除く。） 

(8) 直近 3か年の収支決算書及び最新の収支予算書の写し 

(9) 最新の指定居宅事業者等の指定について(通知)の写し 

(10) その他 
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様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第１０条関係） 

様式第７号（第１０条関係） 

様式第８号（第１０条関係） 

様式第９号（第１１条関係） 

様式第１０号（第１３条関係） 

様式第１１号（第１３条関係） 

様式第１２号（第１４条関係） 

様式第１３号（第１５条関係） 

 


